
 

6月は違法な不用品回収業者撲滅月間です。 
家電製品（エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機）の買い換え等により発生した不用品の回収

は、無許可の回収業者は利用せず、購入した小売店にご相談ください。購入した小売店がわからない場合は、市

美化推進課までお問い合わせください。収集協力店等のご案内をいたします。 
小型家電（廃家電 4品目以外）は、市の設置した回収ボックスによる収集にご協力をお願いします。詳しくは、

市 HP （https://www.city.kawanishi.hyogo.jp/kurashi/gomi_kankyo/recycle/1001416.html）をご覧ください。 
 
連絡先 川西市 美化推進課  TEL 072-744-1124  


